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�愛媛県告示第１６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商工観光課並びに西条市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和７年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレスポ西条 西条市新田字市塚新
田１５５番地 外２１筆 大規模小売店舗の名称 フレスポ西条店 フレスポ西条 令和６年

１２月２５日
令和６年
１２月２５日

フレスポ西条Ⅱ 西条市新田字市塚新
田１６２番２ 外１０筆 大規模小売店舗の名称 フレスポ西条店Ⅱ フレスポ西条Ⅱ 令和６年

１２月２５日
令和６年
１２月２５日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

令和７年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

発 行 愛 媛 県
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大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレスポ今治 今治市衣干町四丁目
６１番１号 外１５筆 大規模小売店舗の名称 フレスポ今治店 フレスポ今治 令和６年

１２月２５日
令和６年
１２月２５日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

株式会社しまむら
埼玉県さいたま市大
宮区北袋町一丁目６０
２番１号
代表取締役
鈴木 誠
ほか１者

株式会社しまむら
埼玉県さいたま市大
宮区北袋町一丁目６０
２番１号
代表取締役
鈴木 誠
ほか１者

令和６年
１１月１４日

そよら今治馬越 今治市馬越町四丁目
８番１号 大規模小売店舗の名称 イオン今治店 そよら今治馬越 令和６年

１１月１５日
令和６年
１２月２０日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

イオンリテール株式
会社
千葉県千葉市美浜区
中瀬一丁目５番地１
代表取締役
井出 武美
ほか３者

イオンリテール株式
会社
千葉県千葉市美浜区
中瀬一丁目５番地１
代表取締役
井出 武美
ほか３者

令和６年
８月３１日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部今

治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和７年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレスポ松山中央 松山市中央２丁目７０
番地１ 外 大規模小売店舗の名称 フレスポ松山中央店 フレスポ松山中央 令和６年

１２月２５日
令和６年
１２月２５日

グリーンモール・松山 松山市天山一丁目１３
番５号

大規模小売店舗において小売
業を行う者

イオンリテール株式
会社
千葉県千葉市美浜区
中瀬一丁目５番地１
代表取締役
井出 武美
ほか１０者

イオンリテール株式
会社
千葉県千葉市美浜区
中瀬一丁目５番地１
代表取締役
井出 武美
ほか８者

令和６年
７月３１日

令和６年
１２月２０日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第２０号
県営農地整備事業（経営体育成型）新宮地区の換地計画を定めた

ので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第４項にお

いて準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

なお、この換地計画に不服がある場合は、縦覧期間満了の日の翌

日から起算して１５日以内に、西条市農業基盤整備課を経由して愛媛

県知事に対して審査請求をすることができる。

また、この換地計画の取消しの訴えは、この換地計画が定められ

たことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に愛媛県を被告と

して（愛媛県知事が被告の代表者となる。）提起することができる。

ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁

決の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月以内に換地計画の取

消しの訴えを提起することができる。

令和７年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書の写し

２ 縦覧期間

令和７年１月１５日から２月１２日まで

３ 縦覧場所

西条市役所西部支所

�������
�愛媛県告示第２１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、今治広域都市計画道路事業３・５・２８号今治駅西高橋線（今治

市施行）の事業計画の変更を次のように認可した。

令和７年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

平成２６年４月１１日から

令和１１年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第２２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所、西

条市役所及び愛媛県のホームページ（https://www.pref.ehime.jp/site

/setohou-juurann/９７２９０.html）において告示の日から３週間公衆の

縦覧に供する。

令和７年１月１４日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社菱進テック

西条市ひうち１８番地９

代表取締役 柴田 洋孝

２ 事業場の名称及び所在地

株式会社菱進テック

西条市ひうち１８番地９

３ 特定施設に関する事項

�愛媛県告示第１９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部八幡浜支局商工観光室並びに大洲市役所において告

示の日から４月間縦覧に供する。

令和７年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレスポ大洲 大洲市徳森字宮方２８
１－１ 外 大規模小売店舗の名称 フレスポ大洲店 フレスポ大洲 令和６年

１２月２５日
令和６年
１２月２５日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部八

幡浜支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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� １号機

� ２号機

� ３号機

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１排水処理設備

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第６７号 洗濯業の用に供する洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１７５キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後直ちに

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ５．０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６．７

最大 １７．７

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６７号 洗濯業の用に供す
る洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１１０キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後直ちに

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ５．０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３．９

最大 ５．２

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６７号 洗濯業の用に供す
る洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１１０キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後直ちに

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ５．０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３．９

最大 ５．２

設 置 年 月 日 平成８年３月３１日

処理施設の種類及び型式 生物処理及び化学処理

処 理 施 設 の 構 造 特定施設の事前評価書別図�のとおり
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選挙管理委員会告示

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

�愛媛県選挙管理委員会告示第１号
令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、次のとおりである。

令和７年１月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 令和６年１０月２７日執行衆議院小選挙区選出議員選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

愛媛県第１区 ２５，４１３，５００円

愛媛県第２区 ２７，０４２，７００円

愛媛県第３区 ２３，６５４，３００円

３ 報告書の要旨

� 愛媛県第１区

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦９，８００ミリメートル
横９，１００ミリメートル
高さ６，６００ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２２１立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 生物処理、凝集加圧浮上処理、ろ過処理、
活性炭処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ６．５～８．５

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５０

最大 ２００

通常 ９

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

通常 ９

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ５．０

通常 １．０

最大 ５．０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ２．０

通常 １．０

最大 ２．０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ５．０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７５．４

最大 ２１５．７

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６７．４

最大 ２０７．７

通常 ６７．４

最大 ２０７．７

候 補 者 氏 名 石 井 智 恵 候補者届出政党 国 民 民 主 党
令和６年９月１８日から 第１回分

期 間 第２回分
令和６年１２月４日まで 第３回分

出納責任者氏名 石 井 智 恵

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ３３５，０００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １，１８９，３５０ （ ０ ）

国民民主党愛媛県総支部連合会 ２，０００，０００円 選挙事務所費 １，１８０，３５０ （ ０ ）

国民民主党愛媛県第一区総支部 ２，０００，０００ 集合会場費 ９，０００ （ ０ ）

通信費 １，７８７，８３２ （ ０ ）



愛 媛 県 報令和７年１月１４日 第５７５号

２０

交通費 ０ （ ０ ）

印刷費 １，３３８，４１４ （ ０ ）

広告費 １，０５５，９２２ （ ０ ）

文具費 ０ （ ０ ）

食糧費 ４３２ （ ０ ）

休泊費 ０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 雑 費 ９０，２１１ （ ０ ）

その他の収入 ０

今 回 計 ４，０００，０００ 今 回 計 ５，７９７，１６１ （ ０ ）

総 計 ４，０００，０００ 総 計 ５，７９７，１６１ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２７５，１００円

ビラの作成 ４７６，０００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ５８７，３１４円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６９，８３９円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２１４，０００円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ２０４，７７０円

計 １，９２７，０２３円

報告書受理年 月 日

令和６年１１月１１日

令和６年１１月２７日

令和６年１２月４日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

第 ３ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 石 本 憲 一 候補者届出政党 日 本 共 産 党
令和６年１０月１０日から

期 間 第１回分
令和６年１１月１０日まで

出納責任者氏名 和 田 宰

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １２，０００ （ ０ ）

日本共産党中予地区委員会 ２９４，９９８円 選挙事務所費 １２，０００ （ ０ ）

集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 １２，０００ （ ０ ）

交通費 ２６，９５５ （ ０ ）

印刷費 ０ （ ０ ）

広告費 ２０２，４００ （ ０ ）

文具費 ３６，９８９ （ ０ ）

食糧費 ０ （ ０ ）

休泊費 ０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 雑 費 ４，６５４ （ ０ ）

その他の収入 ０
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今 回 計 ２９４，９９８ 今 回 計 ２９４，９９８ （ ０ ）

総 計 ２９４，９９８ 総 計 ２９４，９９８ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 令和６年１１月１１日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 香曽我部 慶教 候補者届出政党 立 憲 民 主 党
令和６年１０月７日から 第１回分

期 間
令和６年１１月８日まで 第２回分

出納責任者氏名 � 山 利 佳

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ３８４，０００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２８２，２７６ （ ０ ）

立憲民主党 ５，０００，０００円 選挙事務所費 ２８２，２７６ （ ０ ）

集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 ２，５３０ （ ０ ）

交通費 １５，２００ （ ０ ）

印刷費 １，２３６，３８４ （ ０ ）

広告費 １，０６９，５５３ （ ０ ）

文具費 １，０９４ （ ０ ）

食糧費 １３１，１６１ （ ０ ）

休泊費 ０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 雑 費 ５１，１２７ （ ０ ）

その他の収入 ０

今 回 計 ５，０００，０００ 今 回 計 ３，１７３，３２５ （ ０ ）

総 計 ５，０００，０００ 総 計 ３，１７３，３２５ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２７８，２５０円

ビラの作成 ４９０，７００円

支出のうち公費負担相当額
ポスターの作成 ４３４，４３４円
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選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６９，８３９円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２１４，０００円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ８１，９０８円

計 １，６６９，１３１円

報告書受理年 月 日
令和６年１１月５日

令和６年１１月１２日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 塩 崎 彰 � 候補者届出政党 自 由 民 主 党
令和６年１０月２日から 第１回分

期 間
令和６年１２月４日まで 第２回分

出納責任者氏名 小 泉 泰 方

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ９９４，５００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ５，１６６，５３１ （ ０ ）

日本医師連盟 ３００，０００円 選挙事務所費 ４，５８９，００９ （ ０ ）

自由民主党愛媛県第一選挙区支部 ２０，０００，０００ 集合会場費 ５７７，５２２ （ ０ ）

愛媛県歯科医師連盟 ２００，０００ 通信費 ４，２４９，５８０ （ ０ ）

愛媛県中小企業政治協議会 ３０，０００ 交通費 ６１９，１９０ （ ０ ）

大阪土地家屋調査士政治連盟 ５０，０００ 印刷費 ２，３２８，３６５ （ ０ ）

全国中小企業政治協会 ７０，０００ 広告費 ２，３７８，２９１ （ ０ ）

全国土地家屋調査士政治連盟 ５０，０００ 文具費 ６８３，８１４ （ ０ ）

愛媛県社会保険労務士政治連盟 １００，０００ 食糧費 ２３０，５４１ （ ０ ）

四国税理士政治連盟愛媛県支部 ５００，０００ 休泊費 ０ （ ０ ）

ＴＫＣ四国政経研究会 ２００，０００ 雑 費 ２３４，６１９ （ ０ ）

ＴＫＣ全国政経研究会 ４００，０００

全国理容政治連盟中央会 １００，０００

日本弁護士政治連盟 １００，０００

日本精神科病院政治連盟 １，０００，０００

日本公認会計士政治連盟 ５００，０００

その他の寄附 １件 ２０，０００

その他の収入 ７９，２００

今 回 計 ２３，６９９，２００ 今 回 計 １６，８８５，４３１ （ ０ ）

総 計 ２３，６９９，２００ 総 計 １６，８８５，４３１ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２７８，２５０円

ビラの作成 ４９０，７００円

支出のうち公費負担相当額
ポスターの作成 ５４７，１４０円
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選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６９，７３０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２１４，４０４円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 １，７００，２２４円

報告書受理年 月 日
令和６年１１月８日

令和６年１２月４日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

� 愛媛県第２区

候 補 者 氏 名 井 原 巧 候補者届出政党 自 由 民 主 党
令和６年１０月１５日から 第１回分

期 間
令和６年１２月３日まで 第２回分

出納責任者氏名 大 西 高 義

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ７３５，０００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １，７５０，０５０ （ ０ ）

自由民主党愛媛県第二選挙区支部 ５，０００，０００円 選挙事務所費 １，２７０，５００ （ ０ ）

集合会場費 ４７９，５５０ （ ０ ）

通信費 ８５，８７２ （ ０ ）

交通費 ４７８，８４５ （ ０ ）

印刷費 １，９５７，３００ （ ０ ）

広告費 １，２３１，４７６ （ ０ ）

文具費 ０ （ ０ ）

食糧費 ９８，０００ （ ０ ）

休泊費 ０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 雑 費 ６８８，０９８ （ ０ ）

その他の収入 １，０００，０００

今 回 計 ６，０００，０００ 今 回 計 ７，０２４，６４１ （ ０ ）

総 計 ６，０００，０００ 総 計 ７，０２４，６４１ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２７６，５００円

ビラの作成 ４９０，０００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 １，１９０，８００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ３３９，６７８円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０７，９６８円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ２０４，７７０円

計 ２，７０９，７１６円
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報告書受理年 月 日
令和６年１１月１１日

令和６年１２月１７日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 梶 野 耕 佑 候補者届出政党 日本維新の会
令和６年９月２０日から 第１回分

期 間
令和６年１２月１０日まで 第２回分

出納責任者氏名 梶 野 美 知 子

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ４７４，２００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １７６，０６３ （ ０ ）

日本維新の会 ３，０００，０００円 選挙事務所費 １７６，０６３ （ ０ ）

高 橋 督 佳 会 社 員 ３０，０００ 集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 ３，６５０ （ ０ ）

交通費 ０ （ ０ ）

印刷費 ０ （ ０ ）

広告費 ２，３４５，３０４ （ ０ ）

文具費 ３４，９９５ （ ０ ）

食糧費 １７５，４６２ （ ０ ）

休泊費 ０ （ ０ ）

その他の寄附 １件 ２，４００ 雑 費 ８３２，２９２ （ ０ ）

その他の収入 １，００９，５６６

今 回 計 ４，０４１，９６６ 今 回 計 ４，０４１，９６６ （ ０ ）

総 計 ４，０４１，９６６ 総 計 ４，０４１，９６６ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日
令和６年１１月１０日

令和６年１２月１６日

第１回 報 告 分

第２回 報 告 分
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候 補 者 氏 名 白 石 洋 一 候補者届出政党 立 憲 民 主 党
令和６年９月３０日から

期 間 第１回分
令和６年１０月２８日まで

出納責任者氏名 叶 谷 信 之

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ９５７，５００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ３３３，３６６ （ ０ ）

立憲民主党 ５，０００，０００円 選挙事務所費 ２３７，９７６ （ ０ ）

集合会場費 ９５，３９０ （ ０ ）

通信費 １，３８２，８６７ （ ０ ）

交通費 ３１２，４０６ （ ０ ）

印刷費 １，９９２，６４４ （ ０ ）

広告費 ６０４，１９３ （ ０ ）

文具費 １２，４８７ （ ０ ）

食糧費 ７００，７２７ （ ０ ）

休泊費 １２９，４５０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 雑 費 ２５，９７１ （ ０ ）

その他の収入 ８０，０００

今 回 計 ５，０８０，０００ 今 回 計 ６，４５１，６１１ （ ０ ）

総 計 ５，０８０，０００ 総 計 ６，４５１，６１１ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２７８，２５０円

ビラの作成 ４９０，７００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 １，２２３，６９４円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６９，８３９円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２１４，４０４円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ２０４，７７０円

計 ２，５８１，６５７円

報告書受理年 月 日 令和６年１０月３０日 第 １ 回 報 告 分

� 愛媛県第３区

候 補 者 氏 名 越 智 清 純 候補者届出政党 立 憲 民 主 党
令和６年９月１６日から 第１回分

期 間
令和６年１１月１５日まで 第２回分

出納責任者氏名 越 智 と も 子

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ９１５，０００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １８３，１２３ （ ０ ）

立憲民主党 ５，０００，０００円 選挙事務所費 １８３，１２３ （ ０ ）

集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 １，７００，０００ （ ０ ）
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交通費 ２４，１４６ （ ０ ）

印刷費 ２，２９７，９８８ （ ０ ）

広告費 １，１９７，１９４ （ ０ ）

文具費 ７８，０９１ （ ０ ）

食糧費 ７１，６１１ （ ０ ）

休泊費 ０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 雑 費 １２４，１４６ （ ０ ）

その他の収入 ０

今 回 計 ５，０００，０００ 今 回 計 ６，５９１，２９９ （ ０ ）

総 計 ５，０００，０００ 総 計 ６，５９１，２９９ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２７８，２５０円

ビラの作成 ４９０，７００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 １，２５０，７８８円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６９，８３９円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２１４，４０４円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ８１，９０８円

計 ２，４８５，８８９円

報告書受理年 月 日
令和６年１１月５日

令和６年１１月１９日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 西 井 直 人 候補者届出政党 日 本 共 産 党
令和６年１０月１０日から

期 間 第１回分
令和６年１１月８日まで

出納責任者氏名 西 井 直 人

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １００，０００ （ ０ ）

日本共産党南予地区委員会 ９３３，４７９円 選挙事務所費 １００，０００ （ ０ ）

集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 ０ （ ０ ）

交通費 ３１，４７４ （ ０ ）

印刷費 ６２６，５０１ （ ０ ）

広告費 １３２，０００ （ ０ ）

文具費 ３３，８３６ （ ０ ）

食糧費 ０ （ ０ ）

休泊費 ０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 雑 費 ９，６６８ （ ０ ）

その他の収入 ０
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今 回 計 ９３３，４７９ 今 回 計 ９３３，４７９ （ ０ ）

総 計 ９３３，４７９ 総 計 ９３３，４７９ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 令和６年１１月１１日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 長谷川 淳 二 候補者届出政党 自 由 民 主 党
令和６年１０月２日から 第１回分

期 間 第２回分
令和６年１２月９日まで 第３回分

出納責任者氏名 安 藤 明

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ２，１９５，５００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ７１５，２５０ （ ０ ）

自由民主党愛媛県第三選挙区支部 ９，０００，０００円 選挙事務所費 ７１５，２５０ （ ０ ）

集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 １１６，９９１ （ ０ ）

交通費 ８４，４３５ （ ０ ）

印刷費 ２，０１９，７３８ （ ０ ）

広告費 １，３７８，０００ （ ０ ）

文具費 ０ （ ０ ）

食糧費 ４０２，４９８ （ ０ ）

休泊費 ７８７，１９２ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 雑 費 ３８９，６８８ （ ０ ）

その他の収入 ０

今 回 計 ９，０００，０００ 今 回 計 ８，０８９，２９２ （ ０ ）

総 計 ９，０００，０００ 総 計 ８，０８９，２９２ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２７８，２５０円

ビラの作成 ４９０，７００円

支出のうち公費負担相当額
ポスターの作成 １，２５０，７８８円
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選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６９，８３９円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２１４，０００円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ２，４０３，５７７円

報告書受理年 月 日

令和６年１１月１１日

令和６年１１月２２日

令和６年１２月１３日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

第 ３ 回 報 告 分

令和７年１月１４日 発行


